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１．出席事務局職員

教育政策室担当室長 山 本 学 君

教 育 政 策 室 参 事 西 山 心 悟 君

１．議事日程

日程第 １ 会議録署名委員の指定

日程第 ２ 教育長報告

日程第 ３ 箕面市日本語指導支援事業実施要綱改正の件

日程第 ４ 箕面市学童保育に関する条例施行規則改正の件

日程第 ５ 箕面市こども会活動促進事業交付金交付要綱改正の件

日程第 ６ 箕面市子育て世代包括支援センター実施要綱制定の件

日程第 ７ 箕面市保育料に関する規則の一部を改正する規則及び箕面市立幼稚園

条例施行規則の一部を改正する規則改正の件

日程第 ８ 箕面市教育・保育給付施設等運営費補助金交付要綱改正の件

日程第 ９ 箕面市妊婦健康診査費助成要綱改正の件

日程第１０ 箕面市教育委員会教職員分限懲戒審査委員会に対する諮問の件

日程第１１ 箕面市教育委員会所管に係る平成３０年度箕面市一般会計補正予算（第

１３号）の件

日程第１２ 箕面市立幼稚園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

師委嘱の件

日程第１３ 箕面市立保育所嘱託医委嘱の件

日程第１４ 箕面市児童福祉施設会計指導員委嘱の件

日程第１５ 箕面市病児保育相談医及び病後児保育相談医委嘱の件

日程第１６ 箕面市訪問保健医療指導員委嘱の件

日程第１７ 箕面市保健衛生指導員委嘱の件

日程第１８ 箕面市総合保健福祉センター言語指導員委嘱の件

日程第１９ 箕面市早期療育内科医委嘱の件

日程第２０ 箕面市要保護児童対策協議会委員委嘱の件

日程第２１ 箕面市教育委員会人事発令の件

日程第２２ 箕面市教育委員会会議録の承認を求める件

日程第２３ 生徒指導の件

追加議第１ 箕面市立学校教職員の非違行為に関する箕面市教育委員会教職員分限

懲戒審査委員会の審査結果及び同教職員の処分の件

（午後２時３０分開会）

◯教育長（藤迫稔君） ： ただ今から、平成３１年第３回箕面市教育委員会定例会

を開催いたします。議事に先立ちまして事務局に「諸般の報告」を求めます。

（事務局報告）



◯教育長（藤迫稔君） ： ただ今の報告どおり、本委員会は成立いたしました。

◯教育長（藤迫稔君） ： それでは、日程第１「会議録署名委員の指定」を行いま

す。本日の会議録署名委員は、箕面市教育委員会会議規則第５条第２項の規定に

基づき、髙野委員を指定いたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： 次に、日程第２「教育長報告」を行います。

◯教育長（藤迫稔君） ： 教育委員会委員関係ですが、８日に平成３０年度豊能地

区教育委員会研修会を箕面市役所本館３階委員会室で行いました。テーマは「学

校における働き方改革」で、南小学校において業務改善の取り組みを支援いただ

いている先生の幸せ研究所代表の澤田真由美さんに講師としてお越しいただき

ました。一般的な講演形式ではなく、ワークショップを取り入れた動きのある研

修で、とても充実した時間を過ごせました。１６日には、メイプルホールで箕面

市青少年健全育成市民大会が開催されました。来場者は約５００人で、もみじ顕

彰１８件、ささゆり褒章８６件と、多くの個人や団体のみなさんを表彰させてい

ただきました。２８日には、平成３０年度豊能地区教育長協議会研修会が池田市

中央公民館で開催されました。池田市学校園問題解決支援チームアドバイザーで

ある弁護士の三木憲明さんに、「生徒指導における危機対応とコンプライアンス」

について、お話をしていただきました。次に教育長関係ですが、評価育成システ

ムの教育達成面談として、２月１２日から２月２６日にかけて学校運営に関わる

目標達成に確認するため、校長に対するヒアリングを行い、それぞれの学校の課

題や来年度に向けての方向性などを議論しました。また、平成３１年第１回箕面

市議会定例会が２月１９日から開催されまして、初日には来年度の市政及び予算

編成方針演説がありました。次に行事関係ですが、大きな行事としては、先ほど

もお伝えいたしましたが、１６日に青少年健全育成市民大会がありました。

◯教育長（藤迫稔君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： それでは、議事に入ります前に、本日の日程のうち、

日程第２３、報告第１９号「生徒指導の件」、及び日程追加第１、議案第２２

号「箕面市立学校教職員の非違行為に関する箕面市教育委員会教職員分限懲戒

審査委員会の審議結果及び同教職員の処分の件」は、人事案件その他の案件と

なりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規

定により非公開として審議したいと思いますが、いかがでしょうか。

（“異議なし”の声あり）

◯教育長（藤迫稔君） ： 異議なしと認めます。皆様の総意により、当該案件につ

いては、非公開で審議することといたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： それでは、箕面市教育委員会会議規則第４条の規定に基

づき、山元代表教育委員を指名し、ここからの議事進行をお願いいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ただいまご指名いただきましたので、ここから

の議事を進行いたします。まず、日程第３、議案第８号「箕面市日本語指導支援

事業実施要綱改正の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を

子ども未来創造局人権施策室長に求めます。

◯子ども未来創造局人権施策室長 ： 本件は、児童生徒への日本語指導及び保護者

通訳にかかる謝金について実態に合わせて見直すため、本要綱の一部改正を提案

するものです。



◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第８号を採決いたします。本件

を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第４、議案第９号「箕面市学童保育

に関する条例施行規則改正の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提

案理由を子ども未来創造局学校生活支援課長に求めます。

◯子ども未来創造局学校生活支援課長 ： 本件は、学童保育の定員の拡大及び学童

保育料の減免に関する規定を整備するため、本規則の一部改正を提案するもので

す。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第９号を採決いたします。本件

を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第５、報告第１３号「箕面市こども

会活動促進事業交付金交付要綱改正の件」を議題といたします。議案の朗読を省

略し、提案理由を子ども未来創造局青少年育成室長に求めます。

◯子ども未来創造局青少年育成室長 ： 本件は、箕面市こども会育成協議会が今年

度をもって解散され、来年度以降は市内のこども会を市教育委員会が直接支援す

る体制に変更することに伴い、本要綱の一部改正を行う必要が生じましたため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項及び箕面市教育委員

会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により教育長が臨時に代理

しましたので同規則第３条第２項の規定により報告するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： 確認ですが、交付金の設定金額を１，３００円とした根

拠について説明をしてください。

◯子ども未来創造局青少年育成室長 ： 交付金の設定金額について、こども会の会

員１人当たり１，３００円としていますが、これは、スポーツ保険代８００円、

活動費としての５００円を合計して１，３００円としています。なお、昨年度ま

では、こども会育成協議会に交付金をお渡しし、そこから単位こども会に校区行

事等の支出以外の項目で保険等の補助をする状況でしたので、各単位こども会に

つきましては、全て交付額は増額となります。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第１３号を採決いたします。

本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どお

り承認されました。



◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第６、議案第１０号「箕面市子育て

世代包括支援センター実施要綱制定の件」を議題といたします。議案の朗読を省

略し、提案理由を子ども未来創造局子育て支援課長に求めます。

◯子ども未来創造局子育て支援課長 ： 本件は、母子保健法第２２条に規定する子

育て世代包括支援センターを設置するにあたり、妊娠期及び子育て期を通じた支

援を行う箕面市子育て世代包括支援センター事業の内容等を定めるため、本要綱

の制定を提案するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： 補足ですが、本市では、妊娠期から子育て期を点でなく

線で捉えて、子どもや保護者を支援していこうという考えから、母子保健の段階

から教育委員会で所管しております。子育て世代包括支援センターという名称に

なりますが、従来通りのものをそう呼ぼうというだけのことです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第１０号を採決いたします。本

件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第７、報告第１４号「箕面市保育料

に関する規則の一部を改正する規則及び箕面市立幼稚園条例施行規則の一部を

改正する規則改正の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を

子ども未来創造局幼児教育保育室長に求めます。

◯子ども未来創造局幼児教育保育室長 ： 本件は、平成３０年第１０回教育委員会

定例会で議決いただいた箕面市保育料に関する規則の一部を改正する規則及び

箕面市立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する必要が生

じましたため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項及び箕

面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定に基づき、教育

長が臨時に代理しましたので同規則第３条第２項の規定により報告するもので

す。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第１４号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どお

り承認されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第８、議案第１１号「箕面市教育・

保育給付施設等運営費補助金交付要綱改正の件」を議題といたします。議案の朗

読を省略し、提案理由を子ども未来創造局幼児教育保育室長に求めます。

◯子ども未来創造局幼児教育保育室長 ： 本件は、公立保育所における１歳児の職

員配置基準を変更したことに伴い、民営化保育園の職員加配に係る費用に対する

１歳児対数５対１加配補助金を廃止し、平成３１年度から適応するため、本要綱

の一部改正を提案するものです。



◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第１１号を採決いたします。本

件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第９、議案第１２号「箕面市妊婦健

康診査費助成要綱改正の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理

由を子ども未来創造局担当副部長に求めます。

◯子ども未来創造局担当副部長 ： 本件は、妊婦健康診査の公費助成額を増額する

ため、本要綱の一部改正を提案するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第１２号を採決いたします。本

件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第１０、報告第１５号「箕面市教育

委員会教職員分限懲戒審査委員会に対する諮問の件」を議題といたします。議案

の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局担当副部長に求めます。

◯子ども未来創造局担当副部長 ： 本件は、府費負担教職員の非違行為の審査につ

いて、箕面市教育委員会教職員分限懲戒審査委員会に対し諮問をする必要が生じ

ましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項並びに箕

面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により教育長

が臨時に代理しましたので、同規則第３条第２項の規定により報告するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第１５号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どお

り承認されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第１１、報告第１６号「箕面市教育

委員会所管に係る平成３０年度箕面市一般会計補正予算（第１３号）の件」を議

題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教育政策室

長に求めます。

◯子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、平成３０年度当初予算編成以降の事

務の変更等に伴い、箕面市教育委員会所管に係る平成３０年度箕面市一般会計予

算の補正を市長に要請する必要が生じましたため、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２５条第１項及び箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規

則第３条第１項の規定により、教育長が臨時に代理しましたので、同条第２項の

規定に基づきご報告するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。



◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第１６号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どお

り承認されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第１２、議案第１３号「箕面市立幼

稚園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師委嘱の件」を議題

といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局学校教育室長

に求めます。

◯子ども未来創造局学校教育室長 ： 本件は、箕面市立幼稚園、小学校及び中学校

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任期が平成３１年３月３１日をもって満

了となることに伴い、学校保健安全法第２３条第３項の規定に基づき、新たに箕

面市立幼稚園、小学校及び中学校の学校医６１名、学校歯科医４４名及び学校薬

剤師１０名について委嘱するため、提案するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第１３号を採決いたします。本

件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第１３、議案第１４号「箕面市立

保育所嘱託医委嘱の件」、日程第１４、議案第１５号「箕面市児童福祉施設会

計指導員委嘱の件」、及び日程第１５、議案第１６号「箕面市病児保育相談医

及び病後児保育相談医委嘱の件」は関連案件ですので、一括して審議すること

といたしてよろしいか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議

することといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局幼

児教育保育室長に求めます。

○子ども未来創造局幼児教育保育室長 ： まず議案第１４号については、箕面市

立保育所嘱託医の任期満了に伴い、新たに委嘱をする必要が生じましたため、

提案するものです。次に議案第１５号については、箕面市児童福祉施設会計指

導員の任期満了に伴い、新たに委嘱をする必要が生じましたため、提案するも

のです。次に議案第１６号については、箕面市病児保育相談医及び病後児保育

相談医の任期満了に伴い、新たに委嘱をする必要が生じましたため、提案する

ものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第１４号から議案第１６号を採

決いたします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。



◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第１６、議案第１７号「箕面市訪

問保健医療指導員委嘱の件」、日程第１７、議案第１８号「箕面市保健衛生指

導員委嘱の件」、日程第１８、議案第１９号「箕面市総合保健福祉センター言

語指導員委嘱の件」、及び日程第１９、議案第２０号「箕面市早期療育内科医

委嘱の件」は関連案件ですので、一括して審議することといたしてよろしいか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議

することといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局子

ども未来創造局担当副部長に求めます。

◯子ども未来創造局担当副部長 ： まず議案第１７号については、新生児産婦訪

問に従事する箕面市訪問保健医療指導員の任期満了に伴い、新たに委嘱する必

要が生じたため、提案するものです。次に議案第１８号については、乳幼児健

診に従事する箕面市保健衛生指導員の任期満了に伴い、新たに委嘱する必要が

生じたため、提案するものです。次に議案第１９号については、難聴児教室に

従事する箕面市総合保健福祉センター言語指導員の任期満了に伴い、新たに委

嘱する必要が生じたため、提案するものです。次に議案第２０号については、

箕面市早期療育内科医の任期満了に伴い、新たに委嘱する必要が生じたため、

提案するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第１７号から議案第２０号を採

決いたします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第２０、議案第２１号「箕面市要保

護児童対策協議会委員委嘱の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提

案理由を子ども未来創造局担当副部長に求めます。

◯子ども未来創造局担当副部長 ： 本件は、箕面市要保護児童対策協議会委員の任

期満了に伴い、新たに要保護児童対策協議会委員を委嘱するため、提案するもの

です。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第２１号を採決いたします。本

件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どお

り可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第２１、報告第１７号「箕面市教育

委員会人事発令の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子

ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、人事発令を行う必要が生じましたた

め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項並びに箕面市教育

委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により教育長が臨時に



代理いたしましたので、同規則第３条第２項の規定により報告するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第１７号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どお

り承認されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第２２、報告第１８号「箕面市教育

委員会会議録の承認を求める件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提

案理由を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、去る平成３１年２月２１日に開催さ

れました平成３１年第２回箕面市教育委員会定例会の会議録を作成いたしまし

たので、箕面市教育委員会会議規則第５条第２項の規定により提案をするもので

す。ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第１８号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どお

り承認されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 各委員から教育行政に係ることで、何かご意見

等ありますでしょうか。

◯教育長（藤迫稔君） ： みなさんご存じのように、愛知県豊田市で小学６年生の

女の子２人が亡くなったと報道でありました。報道では、いじめを臭わせるメモ

があったとかなかったとか。胸が詰まる思いでいっぱいです。インターネットニ

ュースを見ていますと、次のニュースが「茨城県の牛久市教育委員会がこの度、

重大事態を認定した」という記事でした。中身までは確認できていないのですが、

初めて重大事態が起こったかのような書き出しだったので、「いじめ事案の取り

扱いについて、自治体によってこれほど差があるのか」と不思議に思いました。

そこで本市で、今年度（平成３０年度）に、いじめ重大事態として取り扱った事

案について、小・中学校で何件あったのか。また、重大事態として認定する基準

はいくつかありますが、認定基準ごとにそれぞれ何件あったのか。また、いじめ

重大事態として取り扱った事案のその後の対応状況はどうなっているか。その他、

ここ数年の発生件数の推移状況など、個別の中身はその都度教育委員会会議に諮

って詳しく議論しているので、その中身ではなく全体像について共有をしたいと

思いますので、説明お願いします。

◯子ども未来創造局学校教育室長 ： いじめ重大事態についてですが、今年度にお

いて、箕面市でいじめ重大事態として取り扱った事案は１０件あります。このう

ち、３件が小学校、７件が中学校の事案になります。次に、いじめ重大事態とし

て認定する基準ですが、大きく分けて３つあります。１つ目は、児童の生命心身

または財産に重大な被害が生じた場合、主には自殺を企図するような場合です。

２つ目は、いじめを理由に３０日以上学校を欠席する場合です。３つ目は、保護



者や本人から直接「重大事態である」と申し立てがある場合です。今年度につい

ては、１つ目の基準に該当した事案が６件、２つ目の基準に該当した事案が３件、

３つ目の基準に該当した事案が１件ありました。また、経年の比較ですが、平成

２７年度は１件のみ、平成２８年度は６件、平成２９年度は１２件で、今年度は

昨年度との比較では、ほぼ横ばいの状況です。また、今年度の１０件についての

その後の対応状況ですが、順調に登校できている事案が３件、事態が改善してあ

る程度登校ができている事案が３件、他市に転出した事案が２件、まだ登校に至

っていなかったり謝罪等ができていない指導中の事案が２件にあります。

◯代表教育委員（山元行博君） ： いじめ重大事態に関し、我々教育委員の間では、

以前に比べて予防キャンペーンが少なくなっているという話をしています。以前

は日本全国で、いじめ予防週間、虐待予防週間などをやっていたように感じます。

今は、とにかく見つける、チェックする、取り締まるということばかりになって

います。やらなければならないということは分かりますが、もう少し子供たちの

心に気付かせる、気持ちに気付かせるなど、インパクトを与えておかないといけ

ないように感じます。子どもたちに自覚してほしいと思います。単にアンケート

をチェックするだけでは、子どもたちへの指導は難しいと思います。まちぐるみ

で考えてあげないと子どもたちにとってはあまり響かないと思います。２０年前

くらいには、スクールカウンセラーが付いて、中学生だけでいじめ集中電話相談

をしたり、生徒会がいじめ防止見守り隊として、昼休みに巡回していました。一

時期、多くの学校で行われており、一定の効果はあったと思います。もう一度子

どもたちに対し、いろいろな働きかけをしなければならないのではないかと思い

ます。例えば、作文、標語、ポスターなどを市で１回検討してみても良いのでは

ないのかと感じます。教育委員会事務局においても検討してください。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他に事務局から「その他、教育行政に係る報告」

があれば、申出を受けますが、いかがですか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第２３、報告第１９号、「生徒指導

の件」を議題といたします。冒頭で決定されましたとおり、非公開といたします

ので、当該案件に関係する事務局職員以外の事務局職員、及び傍聴の方は、退席

してください。

〈報告第１９号及び議案第２２号に係る審議〉

◯代表教育委員（山元行博君） ： 以上をもちまして、本日の会議は全て終了

し、付議された案件、議案１５件、報告７件は、全て議了いたしました。教

育長にお返しします。

◯教育長（藤迫稔君） ： ありがとうございました。これをもちまして、平成３１

年第３回箕面市教育委員会定例会を閉会いたします。

（午後３時２７分閉会）
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